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(57)【要約】
【課題】　患者自身が薬剤情報を入手して確認でき、ま
た、医師の定めた日時に薬剤を患者が服用したか確認で
きるようにした薬剤服用情報管理システムを提供する。
【解決手段】　非接触ＩＣタグが付された薬剤包装と、
患者用無線通信端末と、医者用無線通信端末とからなり
、非接触ＩＣタグは、薬剤のＩＤ情報及び薬剤説明情報
が記憶された記憶部と、通信部とを備え、患者用無線通
信端末は、非接触ＩＣタグからＩＤ情報及び薬剤説明情
報を受信し、医者用無線通信端末に対しＩＤ情報を送信
する通信部と、計時部と、入力部と、表示部と、受信し
たＩＤ情報を服用済み薬剤情報として記憶する記憶部と
を備え、医者用無線通信端末は、投薬スケジュール情報
が記憶された記憶部と、受信したＩＤ情報を、薬剤服用
履歴情報として記憶部に記憶させる手段と、投薬スケジ
ュール情報と薬剤服用履歴情報とを照合する手段と、照
合結果を表示する表示部とを備えている。
【選択図】　　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　非接触ＩＣタグが付された薬剤包装と、患者が携帯する患者用無線通信端末とからなる
薬剤服用情報管理システムであって、
　前記非接触ＩＣタグは、前記薬剤包装に入っている薬剤のＩＤ情報及び薬剤説明情報が
記憶された記憶部と、前記患者用無線通信端末と通信する通信部とを備え、
　前記患者用無線通信端末は、患者が服用すべき処方薬剤に関する投薬スケジュール情報
が記憶された記憶部と、前記非接触ＩＣタグから前記ＩＤ情報を受信する通信部と、日時
を計測する計時部と、指示情報を入力する入力部と、前記非接触ＩＣタグから受信した薬
剤説明情報を表示する表示部と、前記非接触ＩＣタグから受信したＩＤ情報と、前記投薬
スケジュール情報に登録されているＩＤ情報とを照合して、患者が服用しようとする薬剤
が、投薬すべき薬剤として投薬スケジュール情報に登録されているか否かを判定する手段
とを備えていることを特徴とする薬剤服用情報管理システム。
【請求項２】
　非接触ＩＣタグが付された薬剤包装と、患者が携帯する患者用無線通信端末と、医者が
携帯する医者用無線通信端末とからなる薬剤服用情報管理システムであって、
　前記非接触ＩＣタグは、前記薬剤包装に入っている薬剤のＩＤ情報及び薬剤説明情報が
記憶された記憶部と、前記患者用無線通信端末及び前記医者用無線通信端末と通信する通
信部とを備え、
　前記患者用無線通信端末は、患者が服用した薬剤の包装に付された非接触ＩＣタグから
、ＩＤ情報及び薬剤説明情報を受信し、また、前記医者用無線通信端末に対して前記ＩＤ
情報を送信する通信部と、日時を計測する計時部と、指示情報を入力する入力部と、前記
非接触ＩＣタグから受信した薬剤説明情報を表示する表示部と、前記非接触ＩＣタグから
受信したＩＤ情報を、患者が薬剤を服用した日時情報と共に服用済み薬剤情報として記憶
する記憶部とを備え、
　前記医者用無線通信端末は、医者が患者を治療するために、患者が服用すべき薬剤に関
する投薬スケジュール情報が記憶された記憶部と、前記患者用無線通信端末から受信した
前記ＩＤ情報を、患者の薬剤服用履歴情報として記憶部に記憶させる手段と、前記投薬ス
ケジュール情報と前記薬剤服用履歴情報とを照合する手段と、前記照合の結果を表示する
表示部とを備えていることを特徴とする薬剤服用情報管理システム。
                                                                                
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、患者が服用しようとする薬剤について、患者自身が容易にその薬剤情報を入
手して、服用する前に間違えがないかを確認することができ、また、医師が処方箋として
患者に服用させるための薬剤について、患者が、医師の定めた日時に、定めた薬剤を服用
したのか、確認できるようにした薬剤服用情報管理システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、高齢者の増加に伴って、医療機関で診察を受けたり、医療機関に入院するなどの
高齢者の患者が増えている。
　通常、患者の診察を行った医師は、その患者の病気に応じて服用する薬剤を決定して、
例えば、朝、昼、晩、の食前、食後などに、どの薬剤をどれだけの量、何日間、服用した
らよいのかといった処方箋を書いて、患者に渡したり、看護師に対して入院患者への薬剤
服用の指示を出したりなどして治療を行なう場合が多い。
【０００３】
　従来、医療管理や医薬品情報管理のシステムとしては、ＩＣカードに服用すべき薬の情
報を記録させて、薬を薬ボックスに入れて管理するシステムや、薬のパッケージなどに付
したバーコード情報を読み取り、薬管理サーバに問い合わせて薬の情報を確認して、また
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服用履歴をサーバに保管させるシステムや、更に、薬の服用において、服用した薬と現在
服用しようとしている薬とから、相互作用がないかや重複服用がないかなどを、自動的に
判定してくれるシステムなどが知られている。（例えば、特許文献１乃至３　参照）
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－２０４６８５
【特許文献２】特開２００２－２０７８２６
【特許文献３】特開２００７－５１４２０７
【０００５】
　しかしながら、服用する薬剤の種類が多かったり、朝、昼、晩、などの服用が定められ
た日時に服用する薬剤の種類が異なっているなどした場合には、医師から指示された通り
に正しく定められた薬剤を服用できないこともある。
　特に、高齢者にとっては、既に服用したのにもかかわらず、その服用したことを忘れて
、２重に同じ薬剤を服用したり、間違えて他の種類の薬剤を服用するなどの医療事故が発
生することも考えられるという問題がある。
【０００６】
　また、診察を行った医師にとっても、自分が処方した薬剤を患者が間違えなく、指示し
た日時に正確に服用を行っているのか確認できないことから、患者側の間違えで服用し忘
れているのにもかかわらず、患者自身が処方通りに服用したと思い込んでいる場合には、
今後の医療行為の判断を間違えてしまう危険性があるという問題がある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　そこで、本発明は、患者が服用しようとする薬剤について、患者自身が容易にその薬剤
情報を入手して、服用する前に間違えがないかを確認することができ、また、医師が処方
箋として患者に服用させるための薬剤について、患者が、医師の定めた日時に、定めた薬
剤を服用したのか、確認できるようにした薬剤服用情報管理システムを提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の薬剤服用情報管理システムは、非接触ＩＣタグが付された薬剤包装と、患者が
携帯する患者用無線通信端末とからなる薬剤服用情報管理システムであって、前記非接触
ＩＣタグは、前記薬剤包装に入っている薬剤のＩＤ情報及び薬剤説明情報が記憶された記
憶部と、前記患者用無線通信端末と通信する通信部とを備え、前記患者用無線通信端末は
、患者が服用すべき処方薬剤に関する投薬スケジュール情報が記憶された記憶部と、前記
非接触ＩＣタグから前記ＩＤ情報を受信する通信部と、日時を計測する計時部と、指示情
報を入力する入力部と、前記非接触ＩＣタグから受信した薬剤説明情報を表示する表示部
と、前記非接触ＩＣタグから受信したＩＤ情報と、前記投薬スケジュール情報に登録され
ているＩＤ情報とを照合して、患者が服用しようとする薬剤が、投薬すべき薬剤として投
薬スケジュール情報に登録されているか否かを判定する手段とを備えていることを特徴と
する。
【０００９】
　また、本発明の薬剤服用情報管理システムは、非接触ＩＣタグが付された薬剤包装と、
患者が携帯する患者用無線通信端末と、医者が携帯する医者用無線通信端末とからなる薬
剤服用情報管理システムであって、前記非接触ＩＣタグは、前記薬剤包装に入っている薬
剤のＩＤ情報及び薬剤説明情報が記憶された記憶部と、前記患者用無線通信端末及び前記
医者用無線通信端末と通信する通信部とを備え、前記患者用無線通信端末は、患者が服用
した薬剤の包装に付された非接触ＩＣタグから、ＩＤ情報及び薬剤説明情報を受信し、ま
た、前記医者用無線通信端末に対して前記ＩＤ情報を送信する通信部と、日時を計測する
計時部と、指示情報を入力する入力部と、前記非接触ＩＣタグから受信した薬剤説明情報
を表示する表示部と、前記非接触ＩＣタグから受信したＩＤ情報を、患者が薬剤を服用し
た日時情報と共に服用済み薬剤情報として記憶する記憶部とを備え、前記医者用無線通信
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端末は、医者が患者を治療するために、患者が服用すべき薬剤に関する投薬スケジュール
情報が記憶された記憶部と、前記患者用無線通信端末から受信した前記ＩＤ情報を、患者
の薬剤服用履歴情報として記憶部に記憶させる手段と、前記投薬スケジュール情報と前記
薬剤服用履歴情報とを照合する手段と、前記照合の結果を表示する表示部とを備えている
ことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の薬剤服用情報管理システムは、患者が服用しようとする薬剤について、患者自
身が容易にその薬剤情報を入手して、服用する前に医師から処方された薬剤として間違え
がないかを確認することができるという効果がある。
【００１１】
　また、本発明の薬剤服用情報管理システムは、医師が処方箋として患者に服用させるた
めの薬剤について、患者が、医師の定めた日時に、定めた薬剤を服用したのかを確認でき
るようにしたことで、それらの情報をその後の治療方法の参考として活用することができ
るという効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施形態に係る薬剤服用情報管理システムを、図面に基づいて詳細に説
明する。
　図１には、実施形態に係る薬剤服用情報管理システムにおいて、非接触ＩＣタグ１が付
された薬剤包装２と、患者が携帯する患者用無線通信端末３ａとの関係が示され、図２に
は、患者用無線通信端末３ａと非接触ＩＣタグ１のシステム構成を示すブロック図が示さ
れている。
　また、ここで言う薬剤包装２とは、１種類の薬剤を入れた、例えば、袋、ビン、容器、
パッケージなどの種々の形体からなる入れ物のことを指す。
　そして、これらの薬剤包装２の所定部分には、それぞれ非接触ＩＣタグ１が貼付される
などして付されている。
【００１３】
　非接触ＩＣタグ１には、図２に示すように、記憶部４、通信部５、制御部６とが備えら
れている。
　そして、記憶部４には、その薬剤包装２内に入っている薬剤を特定することができるＩ
Ｄ情報と、図４に示すように、その薬剤に関する名称、効能、注意事項などの薬剤説明情
報１４が記憶されている。
　また、通信部５は、患者用無線通信端末３ａと通信を行う機能を有し、患者用無線通信
端末３ａから送信された指示信号を受信し、記憶部４に記憶されているＩＤ情報や薬剤説
明情報を患者用無線通信端末３ａに送信する。
【００１４】
　また、患者用無線通信端末３ａには、記憶部７、入力部８、通信部９、計時部１０、デ
ィスプレイからなる表示部１１、制御部１２、が備えられている。
　そして、その使用者である患者が、これから服用する薬剤について確認を行いたい場合
に、入力部８から薬剤確認指示用のキーを押すなどして、確認指示信号を薬剤包装２に付
された非接触ＩＣタグ１に送信することで、非接触ＩＣタグ１の記憶部４に記憶されてい
る薬剤説明情報を受信し、患者用無線通信端末３ａの表示部１１に表示させて、服用する
前に、その薬剤がどのような薬剤であるのか確認できるようになっている。
　尚、この段階での薬剤の確認は、患者自身が薬剤確認を行いたい場合に薬剤情報を入手
するためのもので、更に、医者から指定され、患者が服用すべき処方薬剤に関する投薬ス
ケジュール情報に対しての間違いを予防する場合には、図５に基づく説明のところで記載
する。
【００１５】
　また、患者用無線通信端末３ａの記憶部７には、予め記憶されている処理プログラムと
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、医師が診断に基づいて、患者が服用すべき処方薬剤に関する投薬スケジュール情報とが
記憶されている。
　この投薬スケジュール情報は、医師が診断に基づいて患者の治療として処方する薬剤や
、それらの薬剤を服用する日時などの情報が含まれており、病院側により患者用無線通信
端末３ａの記憶部７に入力され、記憶部７に登録される。
　図３には、この投薬スケジュール情報の一例として、服用リスト１３が示されている。
　この服用リスト１３には、日付、服用する時間帯、薬剤のＩＤ情報、服用すべき薬剤の
個数などの情報が登録されており、これらの情報が、患者が実際に薬剤を服用した際に、
正しく服用しているのか判定処理を行う際の照合用情報となる。
【００１６】
　患者用無線通信端末３ａの入力部８は、使用者が指示情報などを入力することができ、
また、通信部９は、非接触ＩＣタグ１から記憶部４に記憶されているＩＤ情報や薬剤説明
情報を受信し、更に、他の無線通信端末との間で通信を行う機能を有する。
　計時部１０は、日時を計測する機能を有する。
　表示部１１は、非接触ＩＣタグ１から受信した薬剤説明情報などを表示する機能を有す
る。
　また、記憶部７に予め記憶されている処理プログラムとしては、非接触ＩＣタグ１から
受信したＩＤ情報と、投薬スケジュール情報に登録されているＩＤ情報とを照合して、患
者が服用しようとする薬剤が、投薬すべき薬剤として投薬スケジュール情報に登録されて
いる薬剤に間違いがないか否かを判定する処理を実行させる処理プログラムや、その判定
の結果、投薬すべき薬剤でないと判定された際に、表示部に警告するための表示を行わせ
る処理をさせる処理プログラムなどが登録されており、制御部１２は、これらの処理プロ
グラムに基づく処理を実行する。
【００１７】
　次に、図５及び図８に基づいて、患者が患者用無線通信端末３ａを使用して、医者から
指定された、患者が服用すべき処方薬剤に関する投薬スケジュール情報に基づき、患者が
これから服用する薬剤に関して、飲み間違いがないのかを確認する際の処理について説明
する。
　図５に示す例では、朝に薬剤を服用しようとしている場合について示されている。
　まず、患者は、患者用無線通信端末３ａを起動させて、入力部８から、これから服用す
る薬剤が、既に登録されている投薬スケジュール情報で定められた薬剤であるか否かの確
認処理を実施するための指示用のキーを押して、処理内容の決定を行う。（ステップＳ１
）
【００１８】
　次に、患者は、患者用無線通信端末３ａを、自分がこれから服用しようとしている薬剤
の包装に近づけることで、非接触ＩＣタグ１の記憶部４に記憶されているＩＤ情報を読み
取る。（ステップＳ２）
　計時部１０からその時の日時情報を取得する。（ステップＳ３）
　患者用無線通信端末３ａは、非接触ＩＣタグ１から読み取ったＩＤ情報と、既に患者用
無線通信端末３ａの記憶部７に登録されている投薬スケジュール情報の服用リスト１３の
情報とを照合処理する。（ステップＳ４）
　その照合処理で、照合一致した場合には、薬の個数などを表示させる。（ステップＳ５
）
　そして、非接触ＩＣタグから受信したＩＤ情報を、患者が薬剤を服用した日時情報と共
に服用済み薬剤情報として記憶部７に記憶する。（ステップＳ６）
　また、照合処理で、照合不一致の場合には、エラー表示を行う（ステップＳ７）
　このエラー表示の後に、再度、非接触ＩＣタグ１からＩＤ情報を読み取って、修正しな
い場合には、そのままの患者が薬剤を服用した日時情報と共に服用済み薬剤情報として記
憶部７に記憶する。
【００１９】
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　図５に示す例の場合では、患者は、３種類の薬剤を服用しようとして、それらの薬剤包
装に付された非接触ＩＣタグ１からＩＤ情報の読み取りを行ったところ、投薬スケジュー
ル情報では、その日の朝に、薬Ａが１錠、薬Ｂが３錠を服用すると定められているが、読
み取ったＩＤ情報から照合したところ、薬ＢのＩＤ情報がなくて読み取れないこと、また
、薬ＣのＩＤ情報が読み取れたことから、薬Ｃは、朝に服用すべき薬剤でないことが表示
されている。
　このように、患者用無線通信端末３ａの表示部１１には、読み取ったＩＤ情報から、服
用してよい薬剤や、足りない薬剤などの情報が患者にわかりやすいように表示される。
【００２０】
　更に、図６に示すように、患者用無線通信端末３ａは、非接触ＩＣタグから受信したＩ
Ｄ情報を、患者が薬剤を服用した日時情報と共に服用済み薬剤情報として記憶部７に記憶
する。
　患者用無線通信端末３ａの記憶部７には、患者が薬剤を服用した日時情報と共に服用済
み薬剤情報が蓄積される。
【００２１】
　また、図７に示すように、患者が携帯する患者用無線通信端末３ａとは別に、医者が携
帯するための医者用無線通信端末３ｂが用意されている。
　この医者用無線通信端末３ｂは、患者用無線通信端末３ａと同様の機能を備えており、
それぞれの通信部により通信端末間で通信可能な機能を有している。
　そして、医者用無線通信端末３ｂの記憶部には、医者が患者を治療するために、患者が
服用すべき薬剤に関する投薬スケジュール情報が記憶されており、また、記憶部には、処
理プログラムとして、患者用無線通信端末３ａから受信したＩＤ情報を、患者の薬剤服用
履歴情報として記憶部に記憶させる手段と、投薬スケジュール情報と薬剤服用履歴情報と
を照合する手段と、照合の結果を表示部に表示させる手段とを有している。
　表示部は、照合の結果情報を表示することで、医師が患者の薬剤服用状況の確認が行え
るようになっている。
【００２２】
　医者は、医者用無線通信端末３ｂを使用して、患者用無線通信端末３ａから薬剤服用履
歴情報を受信した後に、医者用無線通信端末３ｂに登録されている投薬スケジュール情報
と照合処理することで、患者が投薬スケジュールで定めた通りに薬剤を服用しているのか
を確認することができる。
【００２３】
　また、患者用無線通信端末３ａ及び医者用無線通信端末３ｂには、音や光や表示などに
より警告を知らせる手段を設けることが好ましい。
　これにより、薬剤服用の間違えを患者に対して知らせたり、また、医者に対して、投薬
スケジュールで定めた通りに患者が薬剤の服用を行っていないことを、ブザーを鳴らすな
どして知らせることもできる。
【００２４】
　また、非接触ＩＣタグ１が付された薬剤包装２は、図９（ａ）～（ｃ）に示すように、
薬の形態や薬品会社などにより様々な形態がある。
　図９（ａ）は、ビンなどの容器２ａに入っている薬剤を示しており、その容器２ａの外
面に非接触ＩＣタグ１が付されている。
　また、図９（ｂ）は、薬剤の錠剤が１つづつ小分けされ、形成された切り取りミシンか
ら切り離せるようにパッケージ化された包装２ｂからなり、非接触ＩＣタグ１が１つの錠
剤毎に付されており、更に、包装２ｂの１部にも共通使用の非接触ＩＣタグ１が付されて
いる。
　次に、図９（ｃ）は、顆粒状の錠剤が入った合成樹脂からなるパッケージ化された包装
２ｃに、非接触ＩＣタグ１が付されている場合が示されている。
　上記のように、非接触ＩＣタグ１が付された薬剤包装２としては、様々な形態からなる
薬剤包装に適応して非接触ＩＣタグ１を設けることができる。
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【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明の実施形態に係る薬剤服用情報管理システムにおいて、非接触ＩＣタグが
付された薬剤包装と、患者用無線通信端末との関係を示す図である。
【図２】本発明の実施形態に係る薬剤服用情報管理システムにおいて、患者用無線通信端
末及び非接触ＩＣタグのシステム構成を示すブロック図である。
【図３】本発明の実施形態に係る薬剤服用情報管理システムに関し、投薬スケジュール情
報の服用リストを示す図である。
【図４】本発明の実施形態に係る薬剤服用情報管理システムに関し、薬剤説明情報を示す
図である。
【図５】本発明の実施形態に係る薬剤服用情報管理システムに関し、患者用無線通信端末
を使用した処理を説明する図である。
【図６】本発明の実施形態に係る薬剤服用情報管理システムに関し、患者用無線通信端末
を使用した処理を説明する図である。
【図７】本発明の実施形態に係る薬剤服用情報管理システムに関し、患者用無線通信端末
と医者用無線通信端末とを使用した処理を説明する図である。
【図８】本発明の実施形態に係る薬剤服用情報管理システムに関し、処理手順を示すフロ
ーチャートである。
【図９】本発明の実施形態に係る薬剤服用情報管理システムに関し、非接触ＩＣタグが付
された薬剤包装の種類を示す図である。
【符号の説明】
【００２６】
　　　　　１　非接触ＩＣタグ
　　　　　２　薬剤包装
　　　　　３ａ　患者用無線通信端末
　　　　　３ｂ　医者用無線通信端末
　　　　　４，７　記憶部
　　　　　５，９　通信部
　　　　　６，１２　制御部
　　　　　８　入力部
　　　　　１０　計時部
　　　　　１１　表示部
　　　　　１３　服用リスト
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